
 

 

 

 

【iDeCo】国民年金基金連合会からの通知文書について 

 

 

 2025 年 2 月 14 日以降、国民年金基金連合会（以下、国基連）より、iDeCo（個人型確定拠出年金）に

ご加入の方のうち、日本年金機構や企業年金プラットフォームとの突合で不整合となった方へ通知文書

が送付されておりますので、その概要と必要手続きについてご案内いたします。 

 

記 

 

１．通知文書の種類と必要手続き 

不整合の内容に応じて、該当するご加入者さま宛に下記 1～4のいずれかの通知文書が送付されており

ます。 

各通知文書ごとの必要手続きは下表のとおりです。 

 通知文書 内容 必要手続き 

1 【LHO602】個人型年金の記

録について 

被保険者種別などの不整合により、iDeCo

掛金の拠出が一時停止した。 

後記３．をご確認くださ

い。 

2 【LHO614】企業年金登録情

報との不整合のご案内 

企業年金等加入状況などの不整合が判明

した。早期に手続きをしないと iDeCo 掛

金が拠出停止となる。 

後記４．をご確認くださ

い。 

3 【LHO610】企業年金等の掛

金額変更による iDeCo 掛

金一時停止のお知らせ 

 

企業年金等の掛金額の増額により、iDeCo

の拠出可能金額が下限（月 5,000 円）を

下回ったため、iDeCo掛金の拠出が一時停

止した。 

後記５．をご確認くださ

い。 

4 【LHO609】企業年金等の掛

金額変更による iDeCo 掛

金額自動調整のお知らせ 

 

企業年金等と iDeCo を合算した掛金額が

限度額（月 55,000円）を超過したため、

iDeCo掛金が自動調整（減額）された。 

お手続きは不要です。 

 

２．通知文書に関する説明動画 

 国基連の iDeCo公式サイトで説明動画が公開されていますので、ご参考にしてください。 

 https://www.ideco-koushiki.jp/library/video/ 

 

３．「個人型年金の記録について」を受け取られたお客さま 

 弊社ホームページ内に特設ページを設けておりますので、こちらのサイトにて必要手続をご確認く

ださい。 

 https://www.sjdc.co.jp/individual/procedure/notification01 
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損保ジャパンＤＣ証券株式会社 

 

https://www.ideco-koushiki.jp/library/video/
https://www.sjdc.co.jp/individual/procedure/notification01


 

４．「企業年金登録情報との不整合のご案内」を受け取られたお客さま 

 下記に代表的な不整合ケースをご案内いたします。 

 弊社ホームページ内の下記サイトにアクセスし、各ケースに応じたお手続きをお願いします。 

 https://www.sjdc.co.jp/individual/procedure/indiviforms/ 

 

 (1)iDeCoに登録されている企業年金等加入状況が実際とは相違しているケース 

 画面を下方にスクロールし、お手続きの選択＞【加入者】第 2 号被保険者の方はこちら＞「勤

務先での企業年金制度等の加入状況の変更」の手続きをお願いします。 

 

(2) 企業年金プラットフォームに登録されている企業年金等加入状況が相違しているケース

（iDeCoの登録情報は正しいケース） 

 お勤め先の企業年金担当者（人事・総務）へお問い合わせください。 

 

  

https://www.sjdc.co.jp/individual/procedure/indiviforms/


 

５．「企業年金等の掛金額変更による iDeCo 掛金一時停止のお知らせ」を受け取られたお客さま 

 弊社ホームページ内の下記サイトにアクセスし、各ケースに応じたお手続きをお願いします。 

 https://www.sjdc.co.jp/individual/procedure/indiviforms/ 

 

(1) 企業年金等の掛金額の引き下げができない場合 

 画面を下方にスクロールし、お手続きの選択＞【加入者】第 2 号被保険者の方はこちら＞「掛

金の停止」＞「掛金の停止（その他の理由で掛金を停止する）」の手続きをお願いします。 

 「加入者資格喪失届」の記入にあたり、喪失理由の番号は「19」、理由が起きた年月日は「加入

者資格喪失届」を提出する年月日を記入してください。添付書類は不要です。 

 
(2) 企業年金等の掛金額を引き下げて、iDeCoの拠出再開を希望される場合 

 お勤め先の企業年金担当者（人事・総務）へお問い合わせいただき、企業年金等の掛金額の引

き下げを行ってください。その後、「掛金額の変更」の手続きをお願いします。 

 
以 上 

https://www.sjdc.co.jp/individual/procedure/indiviforms/

